
国立大学法人東京農工大学職員の昇給に関する細則の一部を改正する細則 

国立大学法人東京農工大学職員の昇給に関する細則（１８細則第１９号）の一部を次のとおり改正する。 

現行 改正後 備考 

国立大学法人東京農工大学職員の昇給に関する細則 

平成１８年３月２７日

１８細則第１９号

 

第1条・第２条 略 

 

（特定職員の昇給区分及び昇給の号俸数） 

第３条 給与規程第１７条第２項第２号に掲げる職員（以下「特定職員」という。）を

給与規程第１７条第１項の規定による昇給をさせる場合の号俸数は、当該特定職員の

勤務成績に応じて決定される昇給の区分（以下この条において「昇給区分」という。） 

に応じて別表第１に定める特定職員昇給号俸数表に定める号俸数とする。この場合に

おいて、昇給区分をＥに決定された特定職員は、昇給しない。 

２ 特定職員の昇給区分は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該特定職員が

次の各号に掲げる特定職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に

決定するものとする。この場合において、第４号又は第５号に掲げる特定職員に該当す

るか否かの判断は、別に定めるところにより行うものとする。 

一 勤務成績が極めて良好である特定職員 Ａ 

二 勤務成績が特に良好である特定職員 Ｂ 

三 勤務成績が良好である特定職員 Ｃ 

四 勤務成績がやや良好でない特定職員 Ｄ 

五 勤務成績が良好でない特定職員 Ｅ 

 

３ 次の各号に掲げる特定職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定

める昇給区分に決定するものとする。 

一 人事院の定める事由（平成１８年２月１日付け給実甲第１０１２号第３７条関係

第５項を準用した場合に該当する事由をいう。次号において同じ。）以外の事由に

よって昇給日前１年間（当該期間の中途において新たに職員となった特定職員にあ

っては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準

期間」という。）の６分の１に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない特

定職員（前項第５号に該当する特定職員及び次号に掲げる特定職員を除く。） Ｄ

第1条・第２条 略 

 

（昇給区分及び昇給の号俸数） 

（削 除） 

 

 

 

 

第３条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給区分（以下「昇給区分」という。）

は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員の

いずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。こ

の場合において、第４号又は第５号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、別に

定めるところにより行うものとする。 

一 勤務成績が極めて良好である職員 Ａ 

二 勤務成績が特に良好である職員 Ｂ 

三 勤務成績が良好である職員 Ｃ 

四 勤務成績がやや良好でない職員 Ｄ 

五 勤務成績が良好でない職員 Ｅ 

２ 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定

める昇給区分に決定するものとする。 

一 人事院の定める事由（平成１８年２月１日付け給実甲第１０１２号第３７条

関係第５項を準用した場合に該当する事由をいう。次号において同じ。）以外

の事由によって昇給日前１年間（当該期間の中途において新たに職員となった

者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号にお

いて「基準期間」という。）の６分の１に相当する期間の日数以上の日数を勤

務していない職員（前項第５号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる

 



 

二 人事院の定める事由以外の事由によって基準期間の２分の１に相当する期間の

日数以上の日数を勤務していない特定職員 Ｅ 

４ 前項の規定により昇給区分を決定することとした場合に昇給区分がＤ又はＥとな

る特定職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定

することが著しく不適当であると学長が認めたときは、同項の規定にかかわらず、当該

昇給区分より上位の昇給区分（Ａ及びＢの昇給区分を除く。） に決定することができる。

５ 前３項の規定により昇給区分を決定する特定職員の総数に占めるＡ又はＢの昇給

区分に決定する特定職員の数の割合は、学長が定める割合に概ね合致していなければな

らない。 

 

 

６ 前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に人事院規則９－８第

２３条第３項、第２６条第２項（第２８条において準用する場合を含む。）若しくは

第４３条の規定に相当する異動により号俸を決定された特定職員の昇給の号俸数は、

第１項の規定にかかわらず、同項の規定による号俸数に相当する数に、その者の新た

に職員となった日又は号俸を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数（１月

未満の端数があるときは、これを１月とする。）を１２月で除した数を乗じて得た数

（１未満の端数があるときは、これを切り捨てた数） に相当する号俸数とする。こ

の場合において、この項の規定による号俸数が０となる特定職員は、昇給しない。 

 

７ 第１項又は前項の規定による昇給の号俸数が、昇給日にその者が属する職務の級の

最高の号俸の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号俸（当該昇給日におい

て職務の級を異にする異動又は人事院規則９－８第２５条の規定に相当する異動をし

た特定職員にあっては、当該異動後の号俸）の号数を減じて得た数に相当する号俸数を

超えることとなる特定職員の昇給の号俸数は、第１項及び前項の規定にかかわらず、当

該相当する号俸数とする。 

８ 一の昇給日において第２項の規定により昇給区分をＡ又はＢに決定する特定職員

の昇給の号俸数の合計は、特定職員の数、第５項に定める割合等を考慮して学長が定

める号俸数を超えてはならない。 

（特定職員以外の職員の昇給の号俸数）  

第４条 特定職員以外の職員を給与規程第１７条第１項の規定による昇給をさせる場

合の昇給の号俸数の基準については、当分の間、別に定める。 

職員を除く。） Ｄ 

二 人事院の定める事由以外の事由によって基準期間の２分の１に相当する期

間の日数以上の日数を勤務していない職員 Ｅ 

３ 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務

成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であ

ると学長が認めたときは、同項の規定にかかわらず、当該昇給区分より上位の昇給

区分（Ａ及びＢの昇給区分を除く。） に決定することができる。 

 

４ 前３項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるＡ又はＢの昇給

区分に決定する職員の数の割合は、学長が定める割合におおむね合致していなけれ

ばならない。 

５ 給与規程第１７条第２項の規定による昇給の号俸数は、昇給区分に応じて別表

に定める昇給号俸数表に定める号俸数とする。

６ 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に人事院規則９－８第２

３条第３項、第２６条第２項（第２８条において準用する場合を含む。）若しく

は第４３条の規定に相当する異動により号俸を決定された者の昇給の号俸数は、

前項の規定にかかわらず、同項の規定による号俸数に相当する数に、その者の新

たに職員となった日又は号俸を決定された日から昇給日の前日までの期間の月

数（１月未満の端数があるときは、これを１月とする。）を１２月で除した数を

乗じて得た数（１未満の端数があるときは、これを切り捨てた数） に相当する

号俸数とする。 

７ 前２項の規定による号俸数が０となる職員は、昇給しない。 

８ 第５項又は第６項の規定による昇給の号俸数が、昇給日にその者が属する職務

の級の最高の号俸の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号俸（当該昇

給日において職務の級を異にする異動又は人事院規則９－８第２５条の規定に相

当する異動をした職員にあっては、当該異動後の号俸）の号数を減じて得た数に相

当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、第５項及び第６項の規定

にかかわらず、当該相当する号俸数とする。 

９ 一の昇給日において第１項の規定により昇給区分をＡ又はＢに決定する職員

の昇給の号俸数の合計は、職員の数、第４項に定める割合等を考慮して学長が定め

る号俸数を超えてはならない。 

 

第４条 削除 



 

第５条 略 

 

附 則   

１．２ 略 

（平成１９年１月２日から平成２２年１月１日までの間における特定職員の昇給の

号俸数の特例） 

３ 平成１９年１月２日から平成２２年１月１日までの間における細則第３条第１項

の規定の適用については、同項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当

する数から１を減じて得た数に相当する号俸数」と、「Ｅ」とあるのは「Ｅ（給与規

程第１７条第３項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、Ｄ又はＥ）」とする。

４から８ 略 

 

 

別表 特定職員昇給号俸数表（第３条関係） 

 

 

備考 

 この表に定める上段の号俸数は給与規程第１７条第３項の規定の適用を受ける職

員以外の職員に、下段の号俸数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。 

 

昇給区分 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

８号俸以上 ６号俸 ３号俸 ２号俸昇給の号俸数

４号俸以上 ３号俸 ２号俸 １号俸

 

 

第５条 略 

 

 附 則   

１・２ 略 

（平成１９年１月２日から平成２２年１月１日までの間における昇給の号俸数

の特例） 

３ 平成１９年１月２日から平成２２年１月１日までの間における細則第３条第

５項の規定の適用については、同項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数

に相当する数から１を減じて得た数に相当する号俸数（当該号俸数が負となるとき

は、０）」とする。 

 

４から８ 略 

 

別表 昇給号俸数表（第３条関係） 

 

備考 

 この表に定める上段の号俸数は給与規程第１７条第３項の規定の適用を受ける

職員以外の職員に、下段の号俸数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。 

昇給区分 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

８以上 ６ ４（給与規程第１７条第２

項各号に掲げる職員にあっ

ては、３）

２ ０昇給の号俸

数 

４以上 ３ ２ １ ０

   附 則 （１９細則第２号） 

 この細則は、平成１９年４月１日から施行する。 

  

 




